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〓研修・講習会〓 

 

 

 

  標記研修が次のとおり開催されます。該当者は、受講漏れのないようお願いします。 

  研修対象者は、次の方々です。 

  ①自動車検査員として選任されている者全員 

  ②自動車検査員有資格者（自動車検査員に選任予定の者等） 

        ※３年以上自動車検査員として選任されていなかった者を選任する場合は、 

直近の自動車検査員の研修を受講していることが必要となります。 

◇ 研修会場 （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂    

 ◇ 研修日 

研修日 教習修了番号 

７月２７日（水） 

午前     １～３００００号 

午後 ３０００１～４１７９９号 

７月２８日（木） 

午前 ４１８００～５１４９９号 

午後 ５１５００～５９９９９号 

８月２９日（月） 

午前 ６００００～６４９９９号 

午後 ６５０００～７０４９９号 

８月３０日（火） 

午前 ７０５００～７３９９９号 

午後 ７４０００～７７９９９号 

８月３１日（水） 

午前 ７８０００～８１６９９号 

午後 ８１７００号以降の者 

     ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受講人数を制限しておりますので 

必ず指定日に受講をお願いします。 

◇ 研修時間 【午前の部】  受付 ８：３０～ ９：００ 研修  ９：００～１２：００ 

【午後の部】  受付１３：００～１３：３０ 研修 １３：３０～１６：３０ 

 

 ◇ 研修費用  ３，０００円（テキスト代含む） 

 

【新型コロナウイルス感染防止対策のお願い】 

① 受講時にマスクの着用をお願い致します。 

② 会場に入るときは、設置してある消毒液で消毒をお願い致します。 

 

 

 

自動車検査員研修の実施について 
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標記試験が下記のとおり実施されますので受付期間中にお申し込み下さい。 

◇ 実施種目 

 学 科 試 験 実 技 試 験 

試 験 の 種 類 

・二級ガソリン自動車 

・二級ジーゼル自動車 

・二級２輪自動車 

・三級自動車シャシ 

・三級自動車ガソリン・エンジン 

・三級自動車ジーゼル・エンジン 

・自動車車体 

・二級ガソリン自動車 

・三級自動車シャシ 

受 付 期 間 ８月１日（月）～８月５日（金） 

試 験 日 令和４年１０月２日（日） 令和５年１月１５日（日） 

試 験 会 場 
(一社)山梨県自動車整備振興会 

研修センター 
未定 

※実技試験を受ける人は学科試験合格者のみ対象。 

 

◇ 受験資格   二級受験者は三級整備士合格後３年以上の実務経験者 

三級受験者は１年以上の整備作業実務経験者 

（注）実務経験の短縮対象者  

二級 大学機械科卒業者    １.５年 

   高校機械科卒業者    ２.０年 

三級 大学・高校機械科卒業者 ０.５年 

 

◇ 申込時に持参するもの 

①  登録試験申請書（教育課窓口に用意してあります） 

②  受験手数料（用紙代等を含む） 

 
 

 

 

 

 

 

※二級ガソリン自動車・三級自動車シャシ受験者の方へ※ 

実技試験を続けて受験される場合は、学科試験合格後実技試験受験手数料を納付して頂きます。 

③ 受験資格を証明する証書・証明書 

・二級受験者は三級整備士の合格証書 

・実務経験の短縮を受ける方は、卒業証書又は証明書等 

④ 写真 １枚（縦６．０cm×４.５cm） 

⑤ 印鑑 

 金   額 

学科試験 ７，３００円 

実技試験 １４，１００円 

令和４年度第１回自動車整備技能登録試験の実施について 
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⑥ はがき（受験者の住所、氏名を記入して下さい） ２枚 

    ※二級ガソリン自動車・三級自動車シャシ受験者の方へ※ 

・実技試験を続けて受験する場合は、学科試験合格後に実技試験用案内はがき２枚 

別途提出して頂きます。 

 

※試験の実施日については、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場合等があります。 

※自動車整備技能登録試験に関して、変更等があった場合は日整連HP（https://www.jaspa.or.jp/）

でお知らせしますので、最新情報をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

令和４年度第１回自動車整備技能登録試験（令和４年１０月２日（日）実施）を受験する者を対

象とした標記講座を下記の日程等により行います。 

受講希望の方は、受付期間中にお申し込み下さい。 

 

◇ 種  目  ２級ガソリン自動車  ３級自動車ガソリン・エンジン 

◇ 日  時   

         ◆２級ガソリン自動車 ３級自動車ガソリン・エンジン 

 

 

 

 

 

※受講希望人数が１０人以下の時は開講しない場合もあります。 

※日程等変更する場合もありますので申込時に確認して下さい。 

 

◇ 講習内容  過去に実施された検定・登録試験の問題をもとに、出題の傾向と対策を研究学習 

◇  使用教材  当振興会で作成した問題及び過去に実施した検定・登録試験問題等 

                ※下記のテキストは、必ず各自で持参して下さい。 

◆ ２級ガソリン自動車 

✎２級ガソリンエンジン編 ２級シャシ編 法令教材 

◆ ３級自動車ガソリン・エンジン 

✎３級ガソリン・エンジン編 基礎自動車工学 法令教材 

 

◇ 受 講 料  １６,３００円（資料代含む） 

◇ 受付期間   ８月１日（月）～ ８月１９日（金） 

◇ 申込方法  申込書は、振興会ホームページの会員ページ（振興会からのお知らせ）からダ

ウンロードするか、教育課窓口に置いてあります。必要事項を記入の上、受講

料を添えて教育課まで受付期間中にお申込み下さい。 

 

 

第１日 ９月５日（月） １０:００～１５:５０ 

第２日 ９月７日（水） ９:１０～１５:５０ 

第３日 ９月９日（金） ９:１０～１５:５０ 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 
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令和２年４月から施行された特定整備制度において、従来の分解整備の認証（特定整備分解）に

加え、電子制御装置整備の認証（特定整備電子）を取得する際、選任しようとする全ての整備主任

者が「１級自動車整備士（１級二輪は除く）」または「１級二輪、２級自動車整備士であって支局

が行う講習を修了した者」であることが必要となります。 

ついては、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を下記の予定で開催しますのでご案内

します。 

なお、今年度より約３か月に一度の開催となりますので、各事業場において下記予定表をご確認

の上、受講されますようお願いします。 

また、講習日に変更が生じた際には、会報誌等を通じて、お知らせいたしいます。 

 

◇ 講習日及び申込期間 

講習日 申込期間 

９月２９日（木） ８月２９日（月）～  ９月  ９日（金） 

１２月１４日（水） １１月１４日（月）～１１月２５日（金） 

令和５年３月１６日（木） ２月１３日（月）～  ２月２４日（金） 

     ※申込期間中、申請書類を窓口に提出して申込をして下さい(FAX 等で申込はできません)。 

 

 

◇ 時間割 

 受付時間 講習時間 

実  習 ９：００～９：３０   ９：３０～１２：３０ 

学  科 １３：３０～１４：００ １４：００～１５：００ 

試  問 １４：４５～１５：００ １５：１０～１５：４０ 

合格発表 １６：００～ 

 

◇ 会  場  （一社）山梨県自動車整備振興会  研修センター 

◇ 担当講師  山梨運輸支局陸運技術専門官 

山梨県自動車整備振興会技術講習所専任講師 

 

 

 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習について 
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◇ 講習内容   

 

実習 

【３.０時間】 

・先進安全技術の概要 

・先進安全技術の用いられるセンサー類等 

・電子制御装置整備に必要な重要事項 

・センサー類のエーミング作業 等 

 

学科 

【１.０時間】 

 

・自動車特定整備事業について 

・新たに特定整備の対象となる装置の保安基準設定状況 

・電子制御装置整備の適用を受ける自動車の確認方法 

・自動車特定整備記録簿の取扱いについて 等 

【０.５時間】 ・試問 

 

◇ 定  員 実習 ２５名 学科及び試問 ５０名（先着順、定員になり次第締め切りとします。）  

◇ 受 講 料   

 受講料 資料代 

学科 無料 
５００円 

実習 ２，５００円 

※資料は国土交通省ホームページからもダウンロードできます。 

      資料持参の場合は受講料のみとなります。 

 

◇ 申請書類 （１）受講申請書 １枚 

（２）受講票   １枚 

【申請書、受講票は振興会・指導教育部窓口に用意します。振興会ホーム  

ページ（http://www.ams.or.jp）の会員ページからもダウンロードできま

す。】 

       （３）写真２枚（縦４ｃｍ、横３ｃｍ） 

       （４）自動車整備士合格証書の写しまたは自動車整備士手帳 

（５）実習受講済みの方は、実習受講証 

（６）実習を受講する方は、実習申込書 

（７）学科受講済みの方は、自動車整備士手帳（学科（検査員研修等）を受講済み 

であることを証明するため） 

◇ 持 ち 物 （１）筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル） 

（２）消しゴム 

（３）マーカーペン 

（４）資料をお持ちの方は『令和２年度又は令和３年度自動車検査員研修資料』又

は『令和２年度版最近改正された法令・通達集（整備事業編）』又は『電子制御装

置整備の整備主任者等資格取得講習テキスト（国土交通省自動車局整備課作

成）』 
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標記講習会は、６月１０日（金）振興会研修センターにて専任講師により実習講習を２０名の受

講者で実施しました。 

また、山梨運輸支局により学科講習・試問が実施され、３９名が標記講習を修了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）山梨県自動車整備振興会にて外国人自動車整備技能実習評価試験が行われ、その結果は

下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 
専門級学科試験 専門級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

６月１２日（土）    ３ ３ １００％ 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習が開催されました 

外国人自動車整備技能実習評価試験の報告について 


